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NEWS RELEASE 
 

平成２６年３月３日（月） 
 

消費税引き上げにともなう手数料改定について 
 

 

株式会社トマト銀行（取締役社長 中川 隆進）は、平成２６年４月１日からの消費税率引

き上げに伴い、当社の各種サービスの手数料（以下「手数料等」）を改定させていただくこと

といたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１ 改定理由  

消費税法等の一部改正により、消費税および地方消費税の税率が５％から８％に引き

上げられることに伴い、手数料等について改定させていただくものです。 

 

２ 改定日  

平成２６年４月１日（火）取り扱い分より 

 

３ 改定内容  

別紙「手数料のごあんない」（平成２６年４月１日以降適用分）をご覧下さい。 

なお、消費税抜きの金額に変更はございません。 

 

４ その他  

詳しくはお取引店窓口までお問い合わせ下さい。 

 

以 上

• 平成２６年４月１日からの消費税率引き上げに伴い、当社の各種サービスの手数料を改

定します。 






